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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品が収納してある商品収納コラム毎に、背後から商品を押し出すことにより最前に位
置する商品を払い出すプッシャを備えた商品ラックと、
　前記商品ラックの前方域を移動し、選択された商品収納コラムから払い出された商品を
受け取って搬送するキャッチャーメカと
　を備えた自動販売機において、
　前記商品収納コラムは、左右一対となる態様で前記商品ラックに着脱可能に立設してな
り、上端部間に掛け渡した態様で商品を収納し、かつ前記プッシャにより背後から押し出
されることにより最前にある商品を払い出して前記キャッチャーメカに設けられた商品検
出センサに払出後の商品を検出させるアタッチメント部材を備え、
　前記アタッチメント部材は、前記上端部が前方から後方に向かうに連れて漸次低くなる
態様に形成して成ることを特徴とする自動販売機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガム商品やパン商品、その他商品を販売する自動販売機に関するもので、販
売する商品が商品収納コラムに収納された状態で外部から視認可能な自動販売機に関する
ものである。
【背景技術】
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【０００２】
　販売する商品が商品収納コラムに収納された状態で外部から視認可能であり、かつ選択
された商品収納コラムからキャッチャーメカが商品を受け取り、商品取出口に搬送するよ
うにした自動販売機が広く知られている。
【０００３】
　この種の自動販売機では、上下方向に沿って複数段設けられた商品ラックと、各商品ラ
ックにおいて左右方向に沿って並設された商品収納コラムと、商品ラックの前方域を移動
し、選択された商品収納コラムから商品を受け取って商品取出口に搬送するキャッチャー
メカとが備えられるとともに、前面にガラスを嵌め込んだ扉体が備えられている。
【０００４】
　そして商品を購入する場合には、扉体の前面に設けられた硬貨投入口や紙幣挿入口等か
ら代金を投入することにより代金を支払うとともに、扉体の前面に設けられたテンキー等
から購入する商品が収納された商品収納コラムを選択する必要がある。
【０００５】
　代金を収受するとともに所望の商品が収納されている商品収納コラムが選択されると、
上記自動販売機は、キャッチャーメカが選択された商品収納コラムの前方に移動し、該商
品収納コラムから商品を受け取った後、商品取出口まで商品を搬送することになる。この
ような自動販売機においては、選択された商品収納コラムに商品が収納されているか否か
の検出は、キャッチャーメカに設けられた商品検出センサによって行われている（例えば
、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－４２４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、販売商品がガム商品等のような小物商品である場合、かかる小物商品は前後
幅が小さいために、キャッチャーメカに設けられた商品検出センサで確実に検出を行うた
めには、商品どうしの隙間を十分に確保する必要があった。そのため、商品収納コラムに
収納できる商品の数が少数に限られ、収納効率に優れたものとはいえなかった。
【０００８】
　本発明は、上記実情に鑑みて、小物商品の収納効率の拡大を図ることができる自動販売
機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の請求項１に係る自動販売機は、商品が収納してあ
る商品収納コラム毎に、背後から商品を押し出すことにより最前に位置する商品を払い出
すプッシャを備えた商品ラックと、前記商品ラックの前方域を移動し、選択された商品収
納コラムから払い出された商品を受け取って搬送するキャッチャーメカとを備えた自動販
売機において、前記商品収納コラムは、左右一対となる態様で前記商品ラックに着脱可能
に立設してなり、上端部間に掛け渡した態様で商品を収納し、かつ前記プッシャにより背
後から押し出されることにより最前にある商品を払い出して前記キャッチャーメカに設け
られた商品検出センサに払出後の商品を検出させるアタッチメント部材を備え、前記アタ
ッチメント部材は、前記上端部が前方から後方に向かうに連れて漸次低くなる態様に形成
して成ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、左右一対となる態様で商品ラックに着脱可能に立設してなるアタッチ
メント部材が、上端部間に掛け渡した態様で商品を収納し、かつプッシャにより背後から
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押し出されることにより最前にある商品を払い出してキャッチャーメカに設けられた商品
検出センサに払出後の商品を検出させるので、例えばガム商品等の前後幅が小さい小物商
品であっても、従来のように商品どうしの隙間を十分に確保することなく、前後方向に沿
って連続した態様で商品をアタッチメント部材の上端部間に収納することができ、これに
より小物商品の収納効率の拡大を図ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の実施の形態である自動販売機の内部構造を示す正面図である。
【図２】図２は、商品ラックへのアタッチメント部材の取付方法を概念的に示す分解斜視
図である。
【図３】図３は、商品ラックにアタッチメント部材を取り付けた状態を概念的に示す斜視
図である。
【図４】図４は、図１に示した商品収納コラム及びキャッチャーメカの要部を模式的に示
す説明図である。
【図５】図５は、図１に示した商品収納コラム及びキャッチャーメカの要部を模式的に示
す説明図である。
【図６】図６は、袋物商品を収納した場合の商品収納コラム及びキャッチャーメカの要部
を模式的に示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付図面を適宜参照しながら本発明に係る自動販売機の好適な実施の形態につい
て詳細に説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の実施の形態である自動販売機の内部構造を示す正面図である。ここで
例示する自動販売機は、例えばガム商品やパン商品、その他商品を販売するもので、本体
キャビネット１を備えている。
【００１５】
　本体キャビネット１は、前面開口が図示せぬ外扉によって開閉される直方状の筐体であ
る。ここで、外扉は断熱材を適宜用いて構成してあり、断熱ガラス等の透明板材を嵌め込
んで成るウインドウを有している。従って、当該自動販売機は外扉のウインドウを介して
内部を視認可能ないわゆるビュータイプのものである。また、外扉には、販売商品を選択
するための選択スイッチや、貨幣を投入するための入金口等、商品を自動販売する際に必
要となる構成が配設してある。
【００１６】
　上記本体キャビネット１は、内部が２つに区画されており、上側が商品収容庫２、下側
が機械室３となっている。商品収容庫２は、その内部を予め設定した温度状態に保持する
室であり、商品収容庫２を構成する壁部材はそれぞれ断熱材によって構成してある。また
、図には明示していないが、冷凍サイクルを構成する蒸発器等、内部雰囲気を冷却するた
めの手段や、電熱ヒータ等、内部雰囲気を加熱するための加熱手段が設けてある。一方、
機械室３には、図には明示しないが、上記蒸発器とともに冷凍サイクルを構成する冷凍機
（圧縮機及び凝縮器）や、各種制御機器等が設けてある。以下、本明細書においては、左
方向は、自動販売機を正面から見た場合の左側の方向を指し、右方向は、自動販売機を正
面から見た場合の右側の方向を指すものとして説明する。
【００１７】
　上記商品収容庫２には、商品ラック１０が設けてある。商品ラック１０は、複数の商品
収納コラム１１を左右方向に沿って並設することによって構成したもので、個々の商品収
納コラム１１に画成した商品収納通路１２に複数の商品を前後方向に整列した状態で収納
することが可能である。これら商品収納コラム１１には、それぞれ固有のコラム番号が付
してあり、販売を希望する商品が収納してある商品収納コラム１１のコラム番号が入力さ
れることにより、払い出す商品収納コラム１１を特定するようになっている。
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【００１８】
　商品収納コラム１１は、前後方向に沿って延在しており、搬送ベルト１３を備えている
。搬送ベルト１３は、後方側に回転自在に支承された従動プーリ１３１（図４参照）と、
前方側に回転自在に支承された駆動プーリ１３２（図４参照）との間に無端状に架け渡さ
れており、その上面（搬送面）が商品載置面を構成し、商品収納通路１２を画成している
。駆動プーリ１３２を支承する駆動軸の一端にはギアが固着してあり、後述するキャッチ
ャーメカ（バケット部２１）２０から動力が伝達され、駆動プーリ１３２を回転させるよ
うになっている。
【００１９】
　搬送ベルト１３には、商品を後方から前方に押し出すプッシャ１４が係合している。プ
ッシャ１４は、搬送ベルト１３に係合することにより、搬送ベルト１３とともに前方に向
けて変位し、最後部にある商品を背後から押し出すことにより、商品載置面に前後方向に
沿って収納されたすべての商品を前方に押し出すものである。尚、商品収納コラム１１に
商品を補充する場合には、プッシャ１４を搬送ベルト１３から一旦離脱させ、又は搬送ベ
ルト１３を後方に向けて変位させることによりプッシャ１４を後方に向けて変位させれば
よい。
【００２０】
　商品ラック１０の前方域には、キャッチャーメカ２０が移動可能となる態様で配設して
ある。キャッチャーメカ２０は、選択された商品収納コラム１１から商品を払い出させる
とともに、払い出された商品を商品取出口に搬送するもので、バケット部２１、Ｘ軸搬送
部２２及びＹ軸搬送部２３を有している。尚、かかるキャッチャーメカ２０自体は、従来
公知なものであるので、簡単に説明する。
【００２１】
　バケット部２１は、商品収納コラム１１から払い出された商品を受け取り、商品を商品
取出口に搬送する部分である。バケット部２１は、Ｘ軸搬送部２２によって自動販売機の
左右方向に移動し、Ｙ軸搬送部２３によって自動販売機の上下方向に沿って移動するもの
である。従って、バケット部２１は、選択された任意の商品収納コラム１１から商品を受
け取り、受け取った商品を商品取出口に搬送できるようになっている。
【００２２】
　また、バケット部２１は、選択された商品収納コラム１１のギアと噛合し、搬送ベルト
１３を変位させるベルト駆動手段を備えているとともに、商品収納コラム１１から払い出
された商品を内部に収容するためのバケットローラ２４（図４参照）を備えている。更に
、バケット部２１には、該バケット部２１に商品が払い出されたことを検出するための商
品検出センサ２５（図４参照）を備えている。商品検出センサ２５は、例えばフォトイン
タラプタに代表される光センサである。
【００２３】
　そして、入金口等から商品の代金が投入等され、コラム番号が入力されると、キャッチ
ャーメカ２０は、バケット部２１をコラム番号によって特定される商品収納コラム１１の
前方（払出位置）に移動させ、該商品収納コラム１１から商品を払い出させることになる
。当該商品収納コラム１１からバケット部２１に商品が払い出されると、キャッチャーメ
カ２０は、バケット部２１を商品取出口の後方（取出位置）に移動させ、商品取出口に搬
出することになる。
【００２４】
　ところで、上記自動販売機の最上段の商品ラック１０には、左右一対となるアタッチメ
ント部材３０が着脱可能となる態様で商品収納コラム１１毎に立設してある。アタッチメ
ント部材３０は、例えば鋼板等を適宜屈曲して構成したものであり、図２に示すように、
商品収納コラム１１の前後方向に沿って延在するものである。このようなアタッチメント
部材３０は、それぞれの上端部３１を屈曲させて該上端部３１間に掛け渡した態様で商品
を載置するもので、下方に突設した係合爪３２及び後方に向けて突設した係合爪３３を商
品ラック１０に形成された孔部（図示せず）及び商品収納通路１２の背面に形成された孔
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部にそれぞれ差し込むことにより、図３に示すように、商品収納コラム１１における搬送
ベルト１３により画成される商品収納通路１２を左右から挟む態様で立設してある。ここ
で、左右一対のアタッチメント部材３０の上端部３１間の間隙は、搬送ベルト１３の左右
幅よりも小さいものであるが、上記プッシャ１４が前方に向けて変位することを許容でき
る大きさに調整してある。
【００２５】
　また、上記アタッチメント部材３０は、図４に示すように、上端部３１が前方から後方
に向かうに連れて漸次低くなる態様に形成して成り、しかもアタッチメント部材３０の前
端部における上端部３１の高さは、図５に示すように、該前端部から前方に向けて払い出
された商品Ｗがキャッチャーメカ２０に設けた商品検出センサ２５の検出領域を通過する
とともに、バケットローラ２４の僅か前方側に落下することができるように調整してある
。つまり、アタッチメント部材３０は、左右一対となる態様で商品ラック１０に着脱可能
に立設してなり、上端部３１間に掛け渡した態様で商品を収納し、かつプッシャ１４によ
り背後から押し出されることにより最前にある商品を払い出してキャッチャーメカ２０に
設けられた商品検出センサ２５に払出後の商品を検出させるものである。
【００２６】
　最上段の商品ラック１０のように商品収納コラム１１毎に左右一対のアタッチメント部
材３０を配設した自動販売機においては、該アタッチメント部材３０が上端部３１間に掛
け渡した態様で商品を収納し、かつプッシャ１４により背後から押し出されることにより
最前にある商品を払い出してキャッチャーメカ２０に設けられた商品検出センサ２５に払
出後の商品を検出させるので、例えばガム商品等の前後幅が小さい小物商品であっても、
従来のように商品どうしの隙間を十分に確保することなく、図４及び図５に示すように、
前後方向に沿って連続した態様で商品Ｗをアタッチメント部材３０の上端部３１間に収納
することができ、これにより小物商品の収納効率の拡大を図ることができる。また、従来
のように商品どうしの隙間を十分に確保した商品の載置をする必要が無く、前後方向に沿
って自由な商品の載置ができるので、小物商品の正面が前方を臨む態様で載置することが
でき、購入者から商品を見やすくすることもできる。
【００２７】
　上記自動販売機によれば、アタッチメント部材３０の上端部３１が、前方から後方に向
けて漸次低くなる態様に形成してあるので、振動や悪戯等により上端部３１間に掛け渡し
た態様に収納された商品が前方に向けて倒れてしまう、いわゆる前倒れを防止することが
できる。
【００２８】
　また、上記自動販売機によれば、アタッチメント部材３０が上端部３１間に掛け渡した
態様で商品を収納し、かつプッシャ１４により背後から押し出されることにより最前にあ
る商品を払い出してバケットローラ２４の僅か前方側に落下させるので、図６に示すよう
な例えばパン商品のような袋物商品Ｗ１を収納する場合にも、払い出した袋物商品Ｗ１が
バケットローラ２４等に巻き込まれてしまう虞れがなく、良好な払い出しが可能である。
【００２９】
　更に、上記自動販売機によれば、左右一対のアタッチメント部材３０は、商品ラック１
０に着脱可能に配設してあるので、商品の大きさに応じてアタッチメント部材３０間の左
右幅を変更することができ、最適位置に配置させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　以上のように、本発明に係る自動販売機は、例えばガム商品、パン商品等の商品を販売
するのに有用である。
【符号の説明】
【００３１】
　　１　本体キャビネット
　　２　商品収容庫



(6) JP 5338495 B2 2013.11.13

10

　　３　機械室
　１０　商品ラック
　１１　商品収納コラム
　１２　商品収納通路
　１３　搬送ベルト
　１４　プッシャ
　２０　キャッチャーメカ
　２１　バケット部
　２２　Ｘ軸搬送部
　２３　Ｙ軸搬送部
　２４　バケットローラ
　２５　商品検出センサ
　３０　アタッチメント部材
　３１　上端部
　３２，３３　係合爪
　Ｗ，Ｗ１　商品
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